
1 

障害福祉サービス 短期入所 利用料金 

（令和６年６月１日変更） 

１、介護給付費対象サービスの料金 

お支払いいただく負担金は、原則として次の利用料の１割の額です。ただし、利用者の収入等に 

応じて決定された上限額を超えてご負担いただくことはありません。 

（１）基本料金 

給付費名称 
障害支援 

区分 

利用料 

（１日につき） 
利用者負担金 

福祉型短期入所サービス費（Ⅰ） 

（短期入所のみの利用の場合） 

区分１・２ ５，０９０円 ５０９円 

区分３ ５，８３０円 ５８３円 

区分４ ６，４８０円 ６４８円 

区分５ ７，８４０円 ７８４円 

区分６ ９，２３０円 ９２３円 

福祉型短期入所サービス費（Ⅱ） 

（短期入所利用日に、他の日中活動サービスを利用

する場合） 

区分１・２ １，７３０円 １７３円 

区分３ ２，４００円 ２４０円 

区分４ ３，１８０円 ３１８円 

区分５ ５，２７０円 ５２７円 

区分６ ６，０２０円 ６０２円 

福祉型短期入所サービス費（Ⅲ） 

障害児（短期入所のみを利用する場合） 

区分１ ５，０９０円 ５０９円 

区分２ ６，１５０円 ６１５円 

区分３ ７，８４０円 ７８４円 

福祉型短期入所サービス費（Ⅳ） 

障害児（短期入所利用日に、他の日中活動サービス

を利用する場合） 

区分１ １，７３０円 １７３円 

区分２ ２，７９０円 ２７９円 

区分３ ５，２７０円 ５２７円 

（２）加算料金 

 以下の要件を満たす場合、上記基本料金に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加 算 の 要 件 加 算 額 利用者負担金 

短期利用加算 

利用開始から３０日以内の期間について算定

する（１日につき） 

※１年間通算して３０日を限度とする 

３００円 ３０円 

食事提供 

体制加算 

低所得者（生活保護世帯、市民税非課税世

帯、市民税所得割１６万円未満の世帯の方）

に対して以下の要件を満たした上で食事を提

供した場合（１日につき） 

・管理栄養士又は栄養士が献立を確認してい

ること 

・利用者ごとに摂食量を記録していること 

・利用者ごとに体重又はＢＭＩをおおむね６

月に１回記録していること 

４８０円 ４８円 
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重度障害者支援加算

（Ⅰ） 

区分６で強度行動障害を有する者を受け入れ

た場合（１日につき） 
５，０００円 ５００円 

実践研修修了者の作成した支援計画シート等

に基づき、基礎研修修了者が支援を行った場

合更に右記を加算する（１日につき） 

１，０００円 １００円 

重度障害者支援加算

（Ⅱ） 

区分４以上で強度行動障害を有する者を受け

入れた場合（１日につき） 
３，０００円 ３００円 

実践研修修了者の作成した支援計画シート等

に基づき、基礎研修修了者が支援を行った場

合更に右記を加算する（１日につき） 

７００円 ７０円 

栄養士配置加算（Ⅰ） 

常勤の管理栄養士又は栄養士を１名以上配置

し、利用者の状況を把握し、適切な食事管理

を行っている場合（１日につき） 

２２０円 ２２円 

栄養士配置加算（Ⅱ） 

管理栄養士又は栄養士を１名以上配置し、利

用者の状況を把握し、適切な食事管理を行っ

た場合（１日につき） 

１２０円 １２円 

利用者負担上限額 

管理加算 

障害福祉サービスを複数利用し利用者負担額

の上限額を管理した場合（１月につき） 
１，５００円 １５０円 

緊急短期入所受入 

加算（Ⅰ） 

居宅においてその介護を行う者の急病等の理

由により、短期入所を緊急に行った場合（１

日につき） 

※緊急利用の開始日から起算して７日（利用

者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等や

むを得ない事情により、７日以内に適切な方

策が立てられない場合には、その状況を記録

した上で１４日）を限度とする。 

２，７００円 ２７０円 

定員超過特例加算 

緊急利用者を受け入れ、かつ、運営規程に定

める利用定員を上回る利用者に短期入所を行

った場合（利用者全員に対して１日につき） 

※１０日を限度とする 

※その間は定員超過利用減算を適用しない 

５００円 ５０円 

送迎加算 

居宅等と指定短期入所事業所との間の送迎を

行った場合（片道につき） 

※同一敷地内の他の事業所等との間の送迎に

ついては、所定単位数の７０%を算定する 

１，８６０円 １８６円 

地域生活支援拠点等に

係る加算 

地域生活支援拠点等で、関係機関との連携調

整に従事する者を配置した短期入所事業所に

おいて、短期入所を行った場合 

（利用を開始した日に加算） 

１，０００円 １００円 
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福祉・介護職員等 

処遇改善加算 

（Ⅰ） 

厚生労働省が定める基準に適合している福祉

・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善

等を実施しているものとして都道府県知事に

届け出た場合（１月につき） 

所定単位 

（基本料金、

加算・減算料

金含む） 

×１５．９％ 

左記額の 1割 

※上記の基本料金、加算料金は、厚生労働大臣及びこども家庭庁長官が告示で定める金額であり、こ

れが改定された場合は、基本料金、加算料金も自動的に改訂されます。その場合、事前に新しい基本

料金、加算料金を書面でお知らせします。 

 

（３）減算 以下の要件に該当する場合、上記の基本利用料から減算されます。 

減算の種類 減算の要件 減算額 

身体拘束廃止未実施 

減算 

次の基準を満たしていない場合 

・身体拘束に係る記録をしていない場合 

・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期

的な開催や、会議の結果を従業者に周知していない場合 

・身体拘束等の適正化の指針を整備していない場合 

・身体拘束等の適正化のための研修を実施していない場合 

上記基本利用料

の１％を減算 

虐待防止措置 

未実施減算 

次の基準を満たしていない場合 

・虐待防止委員会の定期開催と結果の周知 

・従業者の対しての定期的な研修実施 

・担当者の設置 

上記基本利用料

の１％を減算 

情報公表未報告減算 情報公表を行っていない場合 
上記基本利用料

の５％を減算 

業務継続計画 

未策定減算 

令和７年４月１日以降に次の基準を満たしていない場合 

・業務継続計画の策定 

・研修、訓練の実施 

・定期的な計画の見直し 

上記基本利用料

の１％を減算 

 

（４）利用者負担の軽減について 

 １ヶ月あたりのサービス利用にかかる「利用者負担金」は、所得（世帯の収入状況）に応じて 

下表のとおり月額上限額が設定されており、利用されたサービス量にかかわらず、障害福祉サービス 

受給者証に記載されている負担額を超えない額となります。 

収入等の段階区分 利用者負担上限額 

生活保護に属する方 ０円 

市民税非課税世帯に属する方 ０円 

市民税所得割１６万未満の世帯に属する方 ９，３００円 

市民税所得割１６万未満以上の世帯に属する方 ３７，２００円 
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２、介護給付費対象外サービスの料金 

 以下については、料金（実費）をいただきます。 

（１） 提供した食事の費用 

 朝食 昼食 夕食 

生活保護、低所得等の方 ３００円 ４２０円 ３７０円 

市町村民税課税世帯の方 ３００円 ７２０円 ５５０円 

 

（２）水道光熱費 

1日につき ４２０円 

 

（３）その他 

  上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と認められるもの

（利用者の希望により提供する日常生活上必要な身の回り品等）について、費用の実費をいただき

ます。 


